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新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小企業者・小規模企業者の皆さまの
デジタル技術等の新たな技術を用いた、新しい生活様式に対応した事業活動による

積極的な生産性の向上の取組を募集します。

１ 対象事業
佐賀市内に本店を置く中小企業等が取り組む、デジタル技術を活用した生産性向上のため
の業務効率化や販売促進等の事業

※一次募集（４月２７日から６月１４日まで受付）に応募し採択された方は、二次募集への応募はできません。

２ 概要

対象者 佐賀市内に本店を置く中小企業・小規模企業
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者

対象経費 デジタル技術活用・導入に係る
報償費、旅費（費用弁償）、備品購入、使用料及び賃借料、委託料

上限額、補助率 上限額 400万円 、 補助率 ４分の３以内

募集期間 令和3年10月8日（⾦）まで

事業採択
有識者による審査会において採択事業を決定します。

１次審査 提案内容の書面審査
２次審査 プレゼン（ヒアリング）審査

※事業提案にあたっては、佐賀市生産性向上推進支援室の支援・助言を受けることが必要です。

【問合せ先】
○佐賀市役所工業振興課（市役所本庁6階） TEL 0952-40-7101
○佐賀市生産性向上推進支援室（iスクエアビル5階）TEL 0952-37-1319

3 スケジュール

事業提案受付
〜10月8日締切

1次審査
10月中旬
〜下旬

2次審査
11月上旬頃

採択決定
11月下旬 事業実施 実績報告

〜2月末日
補助⾦支払
３月頃

◎例えば、 ・オンラインシステム等を活用した遠隔での顧客支援や現場支援
・ＡＲ・ＶＲ・ＭＲを活用したバーチャルでの販路拡大事業
・ＡＩ-ＯＣＲ等のデジタルシステム等による社内業務効率化
・映像技術を活用した非対面プロモーション など


